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道仏小児童が車椅子を寄贈  道仏小児童が車椅子を寄贈  

（2） 広報はしかみ　２００８・３ 

　贈呈式では体育・ボランティア委員長の郷呂彩乃さ

んが「町の皆さんが喜んで使っていただけるとうれし

いです。これからも活動を継続していきます。」とあ

いさつ。続いて町社会福祉協議会の河内宏心会長がお

礼のことばを述べました。 

　今回の寄贈で町社会福祉協議会の保有する車椅子は

40台となり、福祉機器貸与事業に積極的に活用して

いくそうです。　 

◆寄贈を行った道仏小体育・ボランティア委員と 
　住民代表の皆さん 
 

◆贈呈式の様子 

◆浜谷町長にアクションプランが提出されました ◆アクションプラン完成までの経緯を浜谷町長に 
　説明する坂下議長 
 

◆寄贈を行った道仏小体育・ボランティア委員と 
　住民代表の皆さん 
 

◆贈呈式の様子 

◆浜谷町長にアクションプランが提出されました ◆アクションプラン完成までの経緯を浜谷町長に 
　説明する坂下議長 
 

2月20日、「階上町協働のまちづくりアクションプ

ラン」の策定作業を進めてきた、協働のまちづく

り町民会議（坂下武治議長）は、完成したプランを浜

谷町長に報告しました。 

　本町では現在、「町民と行政の協働のまちづくり」

を掲げ、まちづくりをすすめています。昨年には「階

上町協働のまちづくり条例」を制定し、その基本理念

や仕組みを定めました。 

　今回のアクションプランは、条例実現に向け、町民

の皆さんと役場の行動する構想を示したものです。 

　坂下議長は「町民の皆さんに分かりやすく、取り付

きやすい内容になりました」とプランの内容について

説明、浜谷町長は「分かりやすいことが一番。協働の

まちづくりを進めていく上で役立ちます」と、委員の

皆さんの労をねぎらいました。 

　このプランは近日中に公表しますので、ぜひご覧に

なってください。 

 

道 仏小学校（高見和助校長）の児童代表11人と住民代表3人が2月14日、町の社会福祉協議会を

訪問し、車椅子4台を寄贈しました。 

　これは同校のボランティア活動の一環。アルミ缶

1,700kgを集めて得た資金を元に購入したものです。 

　同校では2006年 10月にも特別養護老人ホーム見心

園へ車椅子を寄贈していますが、今回も住民の皆さん

の協力を得てわずか2年で目標を達成することができ

ました。 
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◆交通事故のない町を神前に誓う中城班長 

◆めでたく満100歳を迎えられた中城傳次郎さん（中央） 

交 通事故の抑止を神前に誓う祈願祭が2月 7日、赤保内寺下にある潮山神社で行われました。 

　参加者は約50人。時折小雪が舞う厳しい寒さの中、神事が行

われました。 

　参加者を代表して八戸地区交通指導隊階上支隊の中城　清班

長が「１．交通弱者を事故から守る、２．シートベルト・チャ

イルドシートの着用、３．飲酒運転の追放、４．夕暮れ時の早

め点灯の励行」を神前に誓い、交通事故のない町を目指して決

意を新たにしました。 

　町内の過去5年間の交通事故発生状況を見ると毎年約55件の

交通事故が発生しています。 

　悲惨な交通事故をなくすため、町民総ぐるみで事故防止に努

めましょう！ 

晴 山沢地区の中城傳次郎さんが 2月 8 日、満100歳の誕生日を迎えられ、町からお祝いの

表彰状と記念品が贈られました。 

　中城さんがお生まれになった明治 41年（1908）

の頃、町では大蛇、追越、榊、道仏、小舟渡に漁

業組合が設立（1903）され、田代郵便局が電信業務

を開始（1910）しています。 

　浜谷町長から「100 歳おめでとうございます。」

とお祝いの言葉が贈られると、中城さんは「わざ

わざお出でいただきありがとうございます。」と大

きな声でお礼を述べられました。 

　また、行政区長を務めていた事など、浜谷町長

と当時を振り返りながらの話に花が咲きました。 

　これからもお元気で長寿を重ねてください。 

階 上町生涯学習のまちづくり町民大会が2月 17日、ハートフルプラザ・はしかみで開催されました。 

　この大会は、町民の皆さんに生涯学習への意欲を高

めていただくことを目的に毎年行われています。 

　今回は、NPO法人新座子育てネットワーク代表理事

の坂本純子さんが「子育てで元気な町づくり！」をテ

ーマに基調講演を行いました。坂本さんは「今は夫婦

で子育てをする時代。父親のワークライフバランスの

見直しが必要」と、子育てのすばらしさを訴えました。 

　続いて白銀南中学校の小高　進校長と、小中野児童

館の平間恵美館長が地域ぐるみで行っている子育ての

事例を発表し、子育てをキーワードにしたまちづくり

について理解を深めました。 
◆多くの町民の皆さんが参加した大会の様子 

◆交通事故のない町を神前に誓う中城班長 

◆めでたく満100歳を迎えられた中城傳次郎さん（中央） 

◆多くの町民の皆さんが参加した大会の様子 
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階上町人事行政の運営等の状況について 
　町では、職員の給与、職員数、勤務時間その他の状況を、「階上町人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例」に基づき、町民の皆さんに公表します。                               

１　給与などの状況     
（1）人件費（普通会計決算）        

（2）職員給与費（普通会計決算）                                  

区　分  
  

１８年度  

 

住民基本台帳人口 
H１９.３.３１現在 

１５，０７９人 ５，００６，８６７千円 ２０５，６６３千円 ８６９，８４２千円 １７.４％ １７.０％ 

歳　　出　　額 
Ａ 

実　質　収　支 

（3）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額（１９年４月１日現在）                                      

区　分 

階上町   

青森県   

国  

一　般　行　政　職 技 能 労 務 職 

４４.５歳 

４４.１歳 

４０.７歳 

３３９，０００円 

３５２，５００円 

３２５，７２４円 

３９５，６４１円 

４２０，４９３円 

― 

５４.７歳 

４６.２歳 

４８.８歳 

３３５，７００円 

３１８，９００円 

２８７，０９４円 

３４６，８００円 

３６４，０７７円 

―   

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

人　　件　　費 
Ｂ 

人件費率 
Ｂ／Ａ 

（参考） 
１７年度の人件費率 

区　分  
  

１８年度  

 

職員数　Ａ 

９８人 ３７７，２１８千円 ３４，１２６千円 １５３，９７６千円 ５６５，３２０千円 ５，７６９千円 

給　　　　　　　与　　　　　　　費 

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ 
1人当たり 

給与費　Ｂ／Ａ 
 

※１　職員手当には退職手当を含みません。             
　２　職員数は、普通会計関係職員の１８年４月１日現在の人数です。            

※１　「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。                            
　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当等を合計したものです。 

（4）職員の初任給（１９年４月１日現在） 

区　　     分 階　上　町 青　森　県 

１７０，２００円 

１３８，４００円 

１６６，７９６円 

１３５，６３２円 

国 

１７０，２００円 

１３８，４００円 

経験年数１０～１５年 

２８６，６００円 

２３２，１００円 

－ 

経験年数１５～２０年　 

－ 

２７９，１００円 

－ 

一般行政職 
大　学　卒 

高　校　卒 

※　青森県は２１年３月まで給料月額２％削減中。        

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（１９年４月１日現在） 

区　　     分 経験年数 ７～１０年 

２３３，８００円 

－ 

－ 

 

一般行政職 
 

技能労務職 

大　学　卒 

高　校　卒 

高　校　卒 

 ※　それぞれの経験年数に該当する職員の平均額になります。該当する職員がいない場合は「－」となっています。 

（6）一般行政職の級別職員数（１９年４月１日現在） 

主　　事 主　　査 
主任主査 

主　　幹 
総括主幹 

グループ 
リーダー 

課　　長 

５  人 

６.６％ 

７  人 

９.２％ 

１６  人 

２１.０％ 

３１  人 

４０.８％ 

１１  人 

１４.５％ 

６  人 

７.９％ 

７６  人 

１００％ 

区　分 

標準的な職務 

職　員　数 

構　成　比 

 

1　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 

計 

※　階上町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
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（8）特別職の報酬等（１９年４月１日現在） 

区　　分 

給
　
料
 

 

報
　
酬
 

期
末
手
当
 

町　　　　　長 

副　　町　　長 

議　　　　　長 

副　　議　　長 

議　　　　　員 

５５２,０００　（７６８,０００）　　円 

５４８,０００　（６０９,０００）　　円 

２８４,０００  　       　円 

２４１,０００  　       　円 

２２６,０００  　       　円 

（１８年度支給割合）         

 　　 １.００   　月分  ・加算措置有り   

　 　 ３.３０   　月分   　　　〃  

　 　 ２.５４   　月分  ・加算措置有り   

　 　 　〃　　 月分   　　　〃  

　 　　 〃　　 月分  　　　 〃  

給　　料　　月　　額　　等 支　給　割　合　等 

※　給料月額の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。 

（7）職員の手当       

①期末手当・勤勉手当 

１人当たり平均支給年額＜１８年度＞　 
　　　　　　　　　　　　　１，６６２千円　 

１人当たり平均支給年額＜１８年度＞ 
　　　　　　　　　　　　　１，８８６千円　 

（１８年度支給割合）          
　　　　期末手当　　　勤勉手当     
　　　　３.０月分　　　１.４５月分  

（１８年度支給割合）          
　　　　期末手当     　勤勉手当     
　　　　３.０月分　　　１.４５月分  

（１８年度支給割合）         
　　　　期末手当　　　勤勉手当    
　　　　３.０月分　　　１.４５月分  

（加算措置の状況）          
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
・役職加算　５～１５％ 

（加算措置の状況）          
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
・役職加算５～２０％　・管理職加算１０～２５％ 

（加算措置の状況）         
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
・役職加算５～２０％　・管理職加算１０～２５％ 

― 

階　　上　　町 

扶　養　手　当 

住　居　手　当 

通　勤　手　当 

管 理 職 手 当  

寒 冷 地 手 当  

手　当　名 内容及び支給単価（月額） 
国の制度 
との異同 

同 

異 

同 
 

－ １１,４８５千円 

３,１０３千円 

３,９７１千円 

４,１８３千円 

７,１３２千円 

２１６,６９８円 

１４７,７６２円 

５０,９１０円 

２６１,４３８円 

６７,２８３円 

－ 
 

国の制度と 
異なる内容 

支  給  実  績 
（１８年度決算） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 
（１８年度決算） 

青　　森　　県 

②退職手当（１９年４月１日現在）        

③その他の手当（１９年４月１日現在）        

【基本額】            
（支給率） 自己都合 勧奨・定年    
勤続２０年　　　 ２３.５０月分 ３０.５５月分  
勤続２５年　　　 ３３.５０月分 ４１.３４月分  
勤続３５年　　　 ４７.５０月分 ５９.２８月分  
最高限度額 ５９.２８月分 ５９.２８月分  
            
【調整額】            
職員の在職の区分に応じて定める額の６０月分の調整額を合計 
した額（月額０円～３３，３５０円）            
           その他の加算措置  

退職時特別昇給　　　　　  　　制度なし　　　         

１人当たり平均支給額　　　　 ２５，３４３千円 

定年前早期退職特例措置 
　　（２～２０%加算） 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 
　　（２～２０%加算） 

【基本額】            
（支給率） 自己都合 勧奨・定年    
勤続２０年 ２３.５０月分 ３０.５５月分  
勤続２５年 ３３.５０月分 ４１.３４月分  
勤続３５年 ４７.５０月分 ５９.２８月分  
最高限度額 ５９.２８月分 ５９.２８月分  
            
【調整額】            
職員の在職の区分に応じて定める額の６０月分の調整額を合計 
した額（月額０円～７９，２００円）            
           

階　　　上　　　町 国 

国 

※　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した 
　全職種に係る職員に支給された平均額です。 

配偶者や子などを扶養している職員に対し
支給。配偶者１３，０００円 
配偶者以外６，０００～１１，０００円 
１６～２２歳の子1人につき５，０００円加算 
住宅を借り受け、月額１６，０００円を超える家賃
を支払っている職員に対し支給。 
最高限度額１４，０００円 
※持家の場合支給なし 

国の制度：借家での
最高限度額２７，０００
円、持家２，５００円 

自動車等を使用して通勤している職員に対し
支給（片道２ｋｍ以上）。 
距離に応じて２，０００円～２４，５００円 

管理監督の地位にある職員に対し支給。 
総務課長３０，０００円、その他の課長２５，０００円、
グループリーダー２０，０００円 

１１月から翌年３月までの各月に寒冷地に勤務
する職員に対し支給。世帯区分に応じて７，３６０
～１８，０４０円（経過措置中） 

同 － 
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2　職員数の状況　 
（1）部門別職員数と主な増減理由                 

部　門 
区　分 

２ 

２８ 

１０ 

１８ 

６ 

０ 

７ 

１ 

８ 

８０ 

１８ 

９８ 

０ 

３ 

９ 

１２ 

 

  

生涯学習事業の増 

           

保育所児童館の廃止（△１１）､自立支援事業の増（１） 

機構改革によるグループリーダーの増 

           

           

           

事務再編による減 

 

生涯学習事業の減(△１)､公民館欠員補充（１）、 

特別支援教育学習サポート員の増(1)    

 

包括支援センター業務の増 

 

職　員　数 

平成１８年 平成１９年 
対 前 年  
増 減 数  主　な　増　減　理　由 

※　１　職員数は一般職に属する職員数です。         
　　２　〔　　　〕内は、条例定数の合計です。        

（2）年齢別職員構成（１９年４月１日現在） 

０人 ２人 ４人 １１人 ２１人 ８人 ７人 ９人 ９人 １７人 １５人 ０人 １０３人 職員数  
 

２０歳 

未満 

２０歳 
～ 
２３歳 
 

２４歳 
～ 
２７歳 
 

２８歳 
～ 
３１歳 
 

３２歳 
～ 
３５歳 
 

３６歳 
～ 
３９歳 
 

４０歳 
～ 
４３歳 
 

４４歳 
～ 
４７歳 
 

４８歳 
～ 
５１歳 
 

５２歳 
～ 
５５歳 
 

５６歳 
～ 
５９歳 
 

６０歳 
～ 
以上 
 

（3）定員管理の数値目標及び進捗状況  

　 ①平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標　 

平成１７年４月１日 
職　員　数 

１１３　人 

平成２２年４月１日 
職　員　数 

９９　人 

純　減　数 純減率 

   

１４　人 １２.４　％ 

　②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

職員数   

増　減   

職員数   

増　減   

職員数   

増　減   

職員数   

増　減  

９３ 

   

１８ 

   

２ 

   

１１３ 

  

８９  

△ ４  

１８  

０  

３  

１  

１１０  

△ ３ 

８１  

△ ８  

１９  

１  

３  

０  

１０３  

△ ７ 

８２   

△ １１   

１５   

△ ３   

２   

０   

９９   

△ １４   

  

―   

△１２ 

―   

１ 

―   

１ 

―   

 

一般行政   

   

教育   

   

公営企業会計 

 

計   

  

区分 計 

１７年 
計画始期 
 

１８年 
１年目 

１９年 
２年目 

２０年 
３年目 

２１年 
４年目 

２２年 
５年目 

１９年進捗数・率 
計 

（参考） 
数値目標 

※　１　計画期間は、１７年～２２年の５年間です。                       
　　２　（　　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。                       
　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年までの職員増減数の 
　　　累計を示します。                       

部　門 
区　分 

普
通
会
計
部
門
 

公
営
企
業
等
会
計
部
門
 

議 会  

総 務  

税 務  

民 生  

衛 生  

労 働  

農 林 水 産  

商 工  

土 木  

計   

教 育 部 門      
 

小 計      

病 院      

下 水 道      

そ の 他      

小 計     

合　　　　　計 
１１０   

[１３０］ 

２ 

２９ 

１０ 

８ 

７ 

０ 

７ 

１ 

７ 

７１ 

１９ 

９０ 

０ 

３ 

１０ 

１３ 

 １０３   

[１３０］ 

０ 

１ 

０ 

△ １０ 

１ 

０ 

０ 

０ 

△ １ 

△ ９ 

１ 

△ ８ 

０ 

０ 

１ 

１ 

△ ７  

[ ０ ］ 

（各年４月１日現在）  

（各年４月１日現在）  

△１０（７１.４%) 
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3　職員の勤務時間・その他の勤務条件の状況 

（1）福利厚生制度（平成１８年度） 

（3）公務災害補償制度（平成１８年度） 

（2）共済制度 

区　　分 

　平成１９年度から職員の職務で発揮された能力や業績について評価する人事評価制度を実施しています。 

（1）勤務時間（一般職の標準的なもの） 

1週間の 
勤務時間 

４０時間 

 

開始時刻 

 
８：１５ 
 

終了時刻 

 
１７：００ 
 

休憩時間 

１２：００～１２：４５ 

4　職員の分限・懲戒処分の状況 

5　職員の研修・勤務成績評定の状況 

6　職員の福祉の状況 

（1）分限処分者数（平成１８年度） 

処分の種類 
処分事由 

心身の故障の場合 

降　任 

 

－ 

免　職 

 

－ 

 

休　職 

 

１ 

降　給 

 

－ 

 

合　計 

 

１ 

（3）育児休業の取得状況（平成１８年度） 

区　　　　　分 

新たに育児休業を取得した者 

前年度から引き続いている者 

 

男　性 

０人 

０人 

２人 

２人 

女　性 

（2）年次有給休暇の取得状況（平成１８年） 

総付与日数 
(a) 
 

総取得日数 
(b) 
 

全対象職員数 
(c) 
 

平均取得日数 
(b)／(c) 
 

消化率 
(b)／(a) 
 

３,９９３日 １,０６４日 １０２人 １０.４日 ２６.６％ 

※１　全対象職員数とは、平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日
　　までの全期間を在職した職員に限り、当該期間の中途に採用さ
　　れた者及び退職者並びに育児休業者、休職者及び派遣職員を除
　　きます。 
　２　総付与日数とは、平成１８年１月１日現在において各職員に付与
　　された日数（前年からの繰越分を含む。）を全対象職員にわたっ
　　て合計したものです。 

（単位：人） 

（2）懲戒処分者数（平成１８年度） 

処分の種類 
処分事由 

法令に違反した場合 

職務上の義務に違反し 
又は職務を怠った場合 

全体の奉仕者たるにふさわ 
しくない非行のあった場合 

戒　告 

－ 

－ 

 

－ 

減　給 

－ 

２ 

 

－ 

 

停　職 

 
－ 

 
－ 

 

１ 

免　職 

 
－ 

－ 

 

－ 

合　計 

 
－ 

２ 

 

１ 

訓告等 

 
－ 

－ 

 

－ 

（単位：人） 

（1）職員研修の実施（平成１８年度） 

（2）勤務成績の評定制度 

青森県自治研修  

各 種 専 門 研 修  

受講者数 

１２　人 

２　人 

内　　　容　　　等 

基本研修、選択研修 

専門知識及び技術習得のための研修 

区　　分 

人　間　ド　ッ　ク 

定 期 健 康 診 断  

結 核 検 診  

受診者数 

１７　人 

８８　人 

１０５　人 

内　　　容　　　等 

災　害　の　概　要 

医療機関等が実施する総合健診 

医療機関等が実施する一般健診 

胸部Ｘ線撮影 

加入団体 

地方公務員災害補償基金青森県支部 

認定件数 

０　件 

　職員の生活の安定と福祉の向上を図るため、青森県市町村職員共済組合に加入しています。共済組合は、健康保険制度に相当

する短期給付、厚生年金制度に相当する長期給付等の共済事業を実施することにより職員の福利厚生の充実を図っています。 
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2006年度末 バランスシートと行政コスト バランスシートと行政コスト 
　平成18年度のバランスシート及び行政コストを
お知らせします。バランスシートは町の資産と負
債の状況を表したものです。 
　増減の主な要因は、有形固定資産は資産の減価
償却による減、投資等は退職手当組合積立金の減
に伴う減、流動資産は財政調整基金の増と歳計現
金の増によるものです。負債は地方債の償還額の
増、正味資産は国・県支出金及び一般財源の減に
よるものです。 
　円グラフの行政コストは、町の歳出決算額のう
ち各種のサービスにどれだけの費用がかかってい
るかを表すものです。目的別に占める割合は民生
費、教育費、農林水産業費の順となっています。 
　町民一人当たりの性質別行政コストは、行政サ
ービス費用を性質的に分類し、人口割としたもの
です。一人当たり308,262円で、昨年度より
1,391円の減となりました。 

階上町のバランスシート（貸借対照表） 
平成19年３月31日現在   　　　　　　　　（単位：千円）  

町民１人当たり性質別行政コスト 

平成18年度総額 

〔資産の部〕 

１　有形固定資産 

２　投資等 

３　流動資産 

資産合計 

〔負債の部〕 

１　固定負債 

２　流動負債 

負債合計 

〔正味資産の部〕 

正味資産合計 

負債・正味資産合計 

①人件費 

②退職給与引当金繰入等 

　　　小　　計 

①物件費 

②維持補修費 

③減価償却費 

　　  小　　計 

①扶助費 

②補助費等 

③繰出金 

 

　　  小　　計 

①災害復旧事業費 

②失業対策事業費 

③公債費（利子分のみ） 

④債務負担行為繰入 

⑤不納欠損額 

　　  小　　計 

49,511 

5,970 

55,481 

44,033 

4,124 

72,892 

121,049 

41,000 

44,108 

24,685 

1,173 

110,966 

6,057 

0 

13,932 

0 

777 

20,766 

308,262

52,679 

4,842 

57,521 

47,804 

2,932 

72,626 

123,362 

39,424 

44,347 

28,234 

1,482 

113,487 

5 

0 

14,447 

0 

831 

15,283 

309,653

▲ 3,168 

1,128 

▲ 2,040 

▲ 3,771 

1,192 

266 

▲ 2,313 

1,576 

▲ 239 

▲ 3,549 

▲ 309 

▲ 2,521 

6,052 

0 

▲ 515 

0 

▲ 54 

5,483 

▲ 1,391

 

19,998,451 

1,512,628 

1,757,318 

23,268,397 

 

10,368,240 

739,104 

11,107,344 

 

12,161,053 

23,268,397

 

▲ 391,999 

▲ 22,430 

158,325 

▲ 256,104 

 

▲ 170,585 

62,424 

▲ 108,161 

 

▲ 147,943 

▲ 256,104

前年度比増減 

借
　
　
 
方
 

貸
　
　
 
方
 

    

（単位：円） 

民生費  
26.1%   

教育費 
16.0%

農林水産業費 
13.0%

総務費 
12.6 %

土木費 
11.4% 

衛生費 
7.0% 

消防費 
4.7% 

公債費 
4.6% 

災害復旧費 
2.0% 

議会費 
1.8% 

商工費 
0.5%  

その他 
 0.3% 

目的別行政コスト 

１.

人
に
係
る
も
の
 
２.
物
に
係
る
も
の
 

   

３.

移
転
支
出
的
な
も
の
 

    

４.

そ
 
の
 
他
 

    

項　　　目  

 

 

 

平成18年度 平成17年度 比　較 

合　　計  

④普通建設事業費 
（他団体への補助金等） 

（8） 
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【問い合わせ・申し込み】産業建設課　土木建設グループ　q88－2118

　本年度、駅前地区で建設中の町営住宅榊山団地
は、３月末で完成予定です。 
　これは、旧団地の老朽化に伴う建替事業として、
地域住宅交付金事業（国補助）により、木造７棟
30戸、合併処理浄化槽、駐車場などを整備してい
ます。 
　また、下記により入居者を募集します。必要書
類を準備の上、産業建設課へお申し込みください。 

町営住宅榊山団地の概要（道仏字榊山9-95） 
　◎木造平屋　６棟　27戸（１LDK、２LDK） 
　◎木造２階　１棟　 3戸（３LDK） 
　　　　計　　７棟　30戸 

「町営住宅榊山団地」が完成します 

「町営住宅榊山団地」入居者募集について 
募集期間：平成20年3月28日（金）まで 

◆入　居　資　格 
　１．現に住宅に困っていると認められる方（申し込み者及び同居者に持家がある方は不可） 
　２．税金等の未納のない方 
　３．現に同居又は同居しようとする親族がある方 
　４．20歳未満の子を扶養している寡婦及び寡夫 
　５．生活保護世帯（単身入居可）又は心身障害者、又は60歳以上の方 
　６．その他、低所得者で速やかに町営住宅に入居を必要としている方など 
◆申し込みに必要な書類 
　１．町営住宅申込書（申込書は産業建設課土木建設グループ窓口にあります。） 
　２．所得を証明する書類（源泉徴収票か所得証明書） 
　３．納税証明書 
　４．入居希望者全員分の住民票 
　５．連帯保証人予定者届出書（※2名必要、届出書は産業建設課土木建設グループ窓口にあります。） 
　６．その他必要書類（必要に応じて申し込み時又は電話等で指示します。） 

・注１　敷金として、決定家賃の３か月分を納めていただきます。 
・注２　汚水処理費を徴収します。（水道使用料金×64/100） 
・注３　駐車場使用料を徴収します。（1台につき月額1,000円） 

団地名 

榊山団地 
 

（道仏字榊山　 
　　　9-95） 

１LDKタイプ 
４戸 
 
部屋番号 
（1－2、1―3、 
4―3、6―2） 

２LDKタイプ 
２戸 
 
部屋番号 
（2－3、7―5） 

●洋室1部屋（6畳）、洋室LDK（10畳）43m2 
　水洗トイレ、風呂（ユニットバス）、洗面脱衣室 
　プロパンガス使用（台所、風呂） 
　灯油使用（ＦＦ式ストーブ対応） 
　※ストーブ、ガスコンロ、室内灯は個人持込  
●洋室2部屋（6畳×2）、洋室LDK（11畳）55m2 
　水洗トイレ、風呂（ユニットバス）、洗面脱衣室 
　プロパンガス使用（台所、風呂） 
　灯油使用（ＦＦ式ストーブ対応） 
　※ストーブ、ガスコンロ、室内灯は個人持込 
 
 

前年度所得金額に 
より決定されます。 

前年度所得金額に 
より決定されます。 
 
 

募集戸数 規　　格 家　　賃 
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■区 画 数：122区画　　■面　　積：1区画約22坪 

■利 用 料：1区画2,500円 

■申込期間：3月31日（月）まで 

　①定数になり次第締め切ります。印鑑をご持参ください。 

　②農具の貸出しは行いませんので各自ご持参ください。 

　③前年に利用された方で、今年も希望する場合も申し

　　込みが必要です。 

　④野菜栽培講習会を予定しています。 

　　農家の方が苗の選び方・植え方、肥料・病気等に 

　　ついて親切丁寧に指導します。 

今年もゆとり町民農園がはじまります。 
ご家族の健康を考え、安全安心な野菜づくりを！ 
ご家族やご友人、職場の仲間で楽しみませんか？ 

　品目横断的経営安定対策について、生産現場からい

ただいた様々なご意見等を踏まえ、対策に関する誤解

の解消に努めるとともに、地域の実態に即した見直し

を行います。その内容は、①対策名及び関係用語（略

称）の変更、②市町村特認制度の創設、③交付金支払

い時期の前倒し、申請手続きの簡素化です。 

　なお、平成20年産の加入手続きは4月1日から始まり

ます。また、秋まき麦についても平成21年産からは、

4月1日からの受付になります。 

《と　き》5月25日（日）　《ところ》階上町立中央体育館（開会式：午前9時20分） 

第17回 はしかみつつじマラソン大会 参加者募集 

【問い合わせ・申し込み】はしかみつつじマラソン実行委員会事務局（教育委員会教育課内）　q88－2764

【問い合わせ・申し込み】産業建設課　産業振興グループ　q88－2116

【問い合わせ】 
青森農政事務所　地域第二課　q29－2113 
産業建設課　産業振興グループ　q88－2116 

 

《参 加 料》 

・高校生以上1,800円 
・中学生以下 800円 
 

《申込期間》 

4月21日（月）まで 
 

《申込方法》 

　所定の振込用紙に必要
事項を記入し、参加料を
添えて郵便局又は事務局
にお申し込みください。 

距　離 

3ｋｍ 
１０：００ 
スタート 
 

年齢区分 

小学生男子 

小学生女子 

中学生女子 

一 般 女 子  

高 校 女 子 

中学生男子 

 

区分 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

 

距　離 

5ｋｍ 
１０:４０ 
スタート 
 

10ｋｍ 
１０:４０ 
スタート 
 

2ｋｍ 
１０:４５ 
スタート 
 

年齢区分 

一般女子・高校女子 

高校生以上34歳以下男子 

35歳以上49歳以下男子 

50歳以上男子 

49歳以下男子 

50歳以上男子 

一般女子 

 
フリー 
（タイム・順位なし） 
 

区分 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｉ 

Ｊ 

Ｋ 

Ｌ 

 

Ｍ 

 

石鉢小学校 

八戸ライセンス 
スクール 

サンクス 

ダイヤ 
レックス 

至八戸市 
国道45号線 

至階上町役場 ヤマザキ 
デイリーストア 

町民農園 
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【問い合わせ】町民課　戸籍住民グループ　q88－2119

住宅借入金等特別税額控除の申告をお忘れなく！ 住宅借入金等特別税額控除の申告をお忘れなく！ 
　税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン
控除額を控除しきれない場合、申告することによりこの
控除しきれない分が翌年度の住民税から減額されます。 
　対象となる方は、毎年期日までに申告書を提出する
必要がありますので、忘れずに手続きしてください。 
 
　■対象となる方 
　　　平成11年から18年までに入居した方で、所得税 
　　から住宅ローン控除額を控除しきれなかった方。 
　■申告期限 
　　　毎年3月15日 
　　　（平成20年は3月17日）まで。 

　■申告方法 
　　　『住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出し
　　　てください。 
　　　　①所得税の確定申告をしない方 
　　　　　⇒源泉徴収票を添付して町民課へ提出 
　　　　②所得税の確定申告をする方 
　　　　　⇒所得税の確定申告書と一緒に税務署 
　　　　　　または町民課へ提出 
　■適用期間 
　　　この控除は、平成20年度分から平成28年度分ま
　　での住民税に適用されます。 
　　　対象となる方は、毎年申告書を提出していただ
　　く必要があります。 
　■そ の 他 
　　　詳細は、広報はしかみ12月号または町ホームペ 
　　ージをご覧ください。 

　１日目　４月１１日（金） 

金山沢・角柄折・鳥屋部・赤保内 
石鉢・蒼前・野場中 

大蛇・追越・榊・駅前 
小舟渡・道仏・赤保内 

石鉢・蒼前・野場中・ 
赤保内・駅前   

金山沢・田代・平内・晴山沢・鳥屋部 
赤保内・道仏・小舟渡・荒谷・大蛇 

２日目　４月１２日（土） ３日目　４月１３日（日） ４日目　４月１４日（月） 

上 勉 氏宅前 

長久保バス停前 

金山沢集会所 

農業加工センター前 

大下栄子 氏宅前 

新 田 集 会 所  

中 央 体 育 館  

東鳥屋部バス停前 

茨島バス停前 

坂建設工業前 

東平婦人ホーム 

石鉢十文字バス停前 

石鉢ふれあい交流館 

蒼 前 集 会 所  

ふれあい広場前 

民俗資料収集館 

９：３０～ ９：４０ 

９：４５～１０：０５ 

１０：１０～１０：２０ 

１０：２５～１０：３５ 

１０：４０～１０：５５ 

１１：００～１１：３０ 

１１：３５～１１：５５ 

１３：１０～１３：２０ 

１３：２５～１３：３５ 

１３：４０～１３：５０ 

１３：５５～１４：０５ 

１４：１０～１４：２０ 

１４：２５～１４：５０ 

１４：５５～１５：２０ 

１５：２５～１５：５０ 

１６：００～１６：１０ 

笹山岩蔵 氏宅前 

大 蛇 部 会 前  

追 越 部 会 前  

榊浜通りバス停前 

榊 集 会 所  

大 里 商 店 前  

駅 前 集 会 所  

小舟渡集会所 

小舟渡小横駐車場 

蔦 木 商 店 前  

キユーピータマゴ（株）前 

道 仏 集 会 所  

トライアングル前 

役 場 駐 車 場  

９：３０～ ９：４０ 

９：４５～１０：１０ 

１０：１５～１０：３５ 

１０：４０～１０：５０ 

１０：５５～１１：１５ 

１１：２０～１１：３０ 

１１：３５～１２：００ 

１３：３０～１３：５０ 

１３：５５～１４：１５ 

１４：２０～１４：３０ 

１４：３５～１４：４５ 

１４：５０～１５：１０ 

１５：１５～１５：２５ 

１５：３０～１５：５０ 

小 林 商 店 前  

蒼 前 集 会 所  

ふれあい広場前 

ロイヤルテニスクラブ前 

石鉢ふれあい交流館 

石鉢十文字バス停前 

宗前秀蔵 氏宅前 

かすみが丘団地公園前 

白樺団地入口  

道の駅駐車場  

みどり団地公園前 

民俗資料収集館 

川村武夫 氏宅前 

道 仏 公 民 館  

役 場 駐 車 場  

９：３０～ ９：５５ 

１０：００～１０：２５ 

１０：３０～１０：５５ 

１１：００～１１：２０ 

１１：２５～１１：５０ 

１１：５５～１２：０５ 

１２：１０～１２：２０ 

１３：３５～１４：００ 

１４：０５～１４：２０ 

１４：２５～１４：４５ 

１４：５０～１５：１５ 

１５：２０～１５：３０ 

１５：４０～１５：５０ 

１６：００～１６：２０ 

１６：３０～１６：４５ 

松倉春男 氏宅前 

佐々木春松 氏宅前 

旧田代小中学校跡 

内城一男 氏宅前 

中 城 商 店 前  

晴山沢集会所 

登 切 集 会 所  

平内バス停前  

平内鶏舞保存館 

中 央 体 育 館  

野沢バス停前  

上野正蔵 氏宅前 

高山憲雄 氏宅前 

荒道鶴造 氏宅前 

小舟渡漁港駐車場 

追 越 集 会 所  

荒 谷 集 会 所  

９：３０～ ９：４０ 

９：４５～ ９：５５ 

１０：０５～１０：２０ 

１０：２５～１０：４０ 

１０：４５～１１：００ 

１１：０５～１１：２０ 

１１：２５～１１：３５ 

１１：４０～１１：５０ 

１１：５５～１２：０５ 

１２：１０～１２：３０ 

１３：３５～１３：５０ 

１３：５５～１４：０５ 

１４：１０～１４：２５ 

１４：３０～１４：４５ 

１４：５０～１５：０５ 

１５：１０～１５：２０ 

１５：２５～１５：３５ 

　平成２０年度飼い犬の定期集合登録及び狂犬病予防注射を、上記日程表のとおり実施しま
すので、必ず受けるようにしてください。 
　なお、諸事情により「石鉢学習塾前」は「石鉢ふれあい交流館」に、「小舟渡屯所前」
は「小舟渡漁港駐車場」にそれぞれ変更になっておりますので、ご注意ください。 

注意事項 　１．登録と注射は生後９１日以上の犬です。（妊娠中の犬及び体調の悪い犬は注射をしないでください。）            
　　　　　２．注射の前後は、犬に激しい運動をさせないでください。             
　　　　　３．注射の際に暴れる犬もありますので、犬をおさえられる方がおいでください。 
　　　　　　　※暴れて注射ができない場合は、動物病院で受けていただきますので、あらかじめご了承ください。             

登録手数料　3,000円　 
注射手数料　3,000円　 

場　所 

 

時　間 場　所 

 

時　間 

 

場　所 

 

時　間 場　所 

 

場　所 

 

料　　金 

【問い合わせ】 
町民課　税務グループ　q88－2129
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※70歳～74歳（一般）の方の１割から２割への自己負担割合の改正については、１年間凍結されることと
　なり、平成21年４月からの改正となります。 
　３月中に記載事項を訂正した高齢受給者証を発送します。古い受給者証はご返却ください。 

4．保険税に「後期高齢者支援金分」が創設されます 
　　賦課区分が「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分」の３つに区分される予定です。 
　　税率や賦課限度額等の詳細は、決まり次第お知らせします。 

5．１０月から国民健康保険税の年金天引きが始まります 
　　世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上の場合、介護保険料と同様に国民健康 
　保険税も世帯主の年金から天引きとなる予定です。ただし、年金額等が一定要件を 
　満たしていない方は天引きされません。 

6．後期高齢者医療制度が始まります 
　　75歳以上の方（65歳以上で一定の障害のある方を含む。この場合、要申請）は国民健康保険を脱退して、 
　「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 

4月に小・中学校に入学する遺児と同一生計にある保護者に、入学祝金を支給します。 

【問い合わせ】保健福祉課　福祉グループ　q88－2641

【問い合わせ】保健福祉課　健康増進グループ　q88－2219

《支給対象者》次のいずれかに該当する児童・生徒 
　①父か母または両親ともに死亡 
　②父か母または両親ともに引き続き３か月以上 
　　生死が明らかでない 
　③父か母または両親が１年以上行方不明 
　④父か母または両親に１年以上遺棄されている 

　⑤父か母または両親ともに心身の障害により労働 
　　能力を失っている 
　⑥父か母または両親ともに１年以上拘禁されている 
《支　給　額》遺児ひとりにつき７千円 
《申 込 期 限》４月18日（金）まで 
《持参するもの》印鑑、保護者名義の口座番号の確 
　　　　　　　　認できるもの 

◎主な改正点 

１．自己負担割合が一部変更になります 

現　　　行 改　正　後 

1歳～3歳未満：2割 １歳～小学校入学前：2割 

※該当の方には３月中に一般の被保険者証（水色）を送付します。期限切れの退職被保険者証（もえぎ色） 
　はご返却ください。 

2．退職者医療制度の対象年齢が変更になります 

現　　　行 

対象年齢　75歳未満 対象年齢　65歳未満 

改　正　後 

※費用額（一般）食費：１食460円　居住費：１日320円 
※療養病棟以外の入院はこれまでどおり１食260円（一般）の負担です。 

3．療養病棟入院時の「食費・居住費」負担の対象年齢が変更になります 

現　　　行 

対象年齢　70歳以上 対象年齢　65歳以上 

改　正　後 

～4月からの制度改正について～ ～4月からの制度改正について～ 
階上町国民健康保険からのお知らせ 
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【問い合わせ】保健福祉課　健康増進グループ　q88－2219

　昨年の8月から食育推進協議会で検討を重ね、12月
に階上町食育推進基本計画を策定しました。 
　平成20年4月から5年間にわたり、基本計画に基づ
く取り組みを重点的に行っていきます。 

行政と地域の代表者が話し合いました 

　食育基本法では、『生きる上での基本であり、様々
な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択す
る力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育て
ること』とあります。 
　ライフスタイルの多様化や核家族化の進む現代では、
自然に身につけることが困難になってきており、ひと
りひとりが豊かな人間性を育み、生涯にわたって健全
な心身を培う力を身につけるための取り組みが必要と
なってきています。 

　ポリオは、せき髄の細胞が破壊される感染症で「小児麻痺」とも呼ばれています。現在も東南アジアやア
フリカ地域で発生しており、成人になってから感染すると麻痺をおこす確率が高くなります。 
　乳幼児期のうちに忘れずに予防接種を受けましょう。 

食育ってどんなこと？ 

《取り組みの3本柱》町民の生涯にわたる健康で豊かな生活 
 

親子の食生活における食育の推進 
　親子を対象とし、朝食の摂取、基本的食生活習慣を身につける、食に対する感謝の気持ちを育 

てる等を目的とした取組みを行います。 
1

成人期の健康づくり 
　生活習慣病予防のため、受診しやすい健診体制の整備、健康づくり事業の充実を行います。 2
地産地消、食文化伝承の推進 
　地元でとれた新鮮で安心な食材の販売や農業体験の促進の他、先人の知恵が盛り込まれた階上 
町の食文化の伝承を行います。 

3

1

2

3

日 程  
 
 
受 付 時 間  
 
場 所  
 
持 ち 物  
 
 
 
注 意 事 項  
 

春 

4月 　11日、18日（金） 

5月 　14日、21日、28日（水） 

 12：30～13：00　※時間厳守でお願いします。 

みうらクリニック（蒼前西三丁目9－3177　q80－1212） 

１）お子さんが下痢をしている日は避けてください。 
　　　ポリオの免疫は、ウィルスが腸内で増殖することで出来ます。下痢をしていると 
　　十分に免疫がつかないことがあります。 
２）春と秋に１回ずつ接種する。 
　　　ポリオワクチンは41日以上の期間をあけて2回接種します。 

①母子手帳　②予診票　③健康保険証　④みうらクリニックの診察券（お持ちの方のみ） 

秋 

9月　　10日、17日（水） 

10月 　1日、8日、15日（水） 
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　４月から、手当を受けてから５年経過した等の場合、所定の手続きを行わないと手当の一部が支給停止さ

れます。対象の方には、お知らせが届きますので、忘れずに手続きをしてください。 

　４月１日より、１人乗り小型漁船で航行・漁ろう作業に従事する場合、携帯電 
話等の連絡手段の有無にかかわらず、ライフジャケットの着用が必要となります。 
　万が一、海中に転落した場合、ライフジャケットを着用した場合の生存率は85 
％で、未着用の場合の生存率の約３倍となります。 
　ライフジャケットには、膨張式をはじめとする様々なタイプの物が販売されて 
おりますので、漁ろうの種類に応じて適切なライフジャケットをお選びください。 

　スポーツ安全保険とは、アマチュアのスポーツ活動、
文化活動、ボランティア活動、地域活動などを行う
社会教育団体の団体活動を対象とした保険です。 
　掛金は年齢、団体種別、補償内容に応じて年額500
円から9,000円となっており、小さな掛金で入院、通院、
死亡、後遺障害などの傷害保険をはじめ賠償責任保
険や共済見舞金など大きな補償が得られます。 
 

階上町体育協会の各競技団体では選手を募集しています。 

スポーツが好きな方、やりたい方、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。 

◎野球協会 
　《資　　　格》町内在住、在勤の方で満18歳～概ね30歳以下の方で野球経験のある方 
　《活 動 時 間》各大会は、土曜・日曜日に開催されます。※ご希望の方は朝野球協会への登録もできます。 
　《問い合わせ》代表 大谷地　q88－2120（勤務先）　 
　　　　　　　　３月25日（火）までにご連絡ください。 
◎バレーボール協会 
　《資　　　格》町内在住で18歳～概ね30歳の男女 
　《活 動 時 間》毎週火曜日　町民体育館19：00～21：30 
　　　　　　　　毎週木曜日　中央体育館19：00～21：30 
　《問い合わせ》代表 下平　q88－2306 
◎家庭婦人バレーボール協会 
　《資　　　格》町内在住で25歳以上の既婚者の方 
　《活 動 時 間》毎週月・金曜日　石鉢小学校体育館19：45～21：30 
　《問い合わせ》代表 坂　q88－1515（勤務先） 

　2008年度の加入は３月１日から受付を開始し、保
険期間は平成20年４月１日から平成21年３月31日ま
でとなります。 
　なお、４月１日以降の申し込みは、掛金を振り込
んだ日の翌日から有効となります。加入依頼書は教
育委員会に設置しています。 
　さらに詳しい内容については、下記までお問い合
わせください。 

【問い合わせ】東北運輸局海上安全環境部　船員労働環境・海技資格課　q022－791－7524

【問い合わせ】スポーツ安全協会青森県支部　q017－782－6984

【問い合わせ】階上町体育協会事務局（教育委員会教育課内）　q88－2764

【問い合わせ】保健福祉課　福祉グループ　q88－2641
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【問い合わせ】八 戸 社 会 保 険 事 務 所　q44－1742 
　　　　　　　町民課　戸籍住民グループ　q88－2119 
 

【問い合わせ】仙台国税局　人事第二課 
 q022－263－1111（内線3236） 

【問い合わせ】人事院東北事務局　第二課　試験係　q022－221－2022 
　　　　　　　人事院ホームページ　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm　 
 

　人事院では、次のとおり国家公務員採用試験を実施いたします。 

　申込用紙の請求や受験資格等の詳しい内容については、人事院ホームページ又は下記にお問い合わせください。 

◆国民年金保険料納付案内書が送付されます 
　平成20年度の国民年金保険料月額は、１４,４１０円です。 
　４月上旬に、国民年金保険料の納付案内書が送付さ

れます。案内書には毎月の保険料納付書のほかに、口

座振替申出書や前納用納付書も同封されています。 

　毎月の保険料は、金融機関や郵便局、各社会保険事

務所、コンビニエンスストアで納めていただきます。 

　また、口座振替をご利用されると納め忘れがなく、

便利で安心・確実です。通常は翌月末の引落としです

が、早割制度（当月末引落とし）を利用すると月々50

円割引になります。 

　また、前納制度（一定期間分の保険料を前もって納

める）はさらにお得で、口座振替での前納は現金での

前納よりも割引額が増えます。 

◆「ねんきん特別便」について 
　社会保険庁では、基礎年金番号に結びついていない

約5,000万件の記録について、コンピューターによる名

寄せを行い、その結果、記録が発見された方には３月

末までに「ねんきん特別便」をお送りします。 

　４月からは、前述の方以外の全ての皆様にも順次「ね

んきん特別便」をお送りします。 

　①年金受給者の方⇒平成20年4月～ 5月までの間 
　②現役加入者の方⇒平成20年6月～10月までの間 
　「ねんきん特別便」についてのご質問やお問い合わ

せは、専用ダイヤルq0570－058－555で受け付
けています。 

◆住所・名字が変わった方はすみやかに届出を！ 
　現住所と社会保険事務所に申請している住所が異な

ると「ねんきん特別便」をお届けできません。住所の

変更・訂正はご自身による手続きが必要です。 

　また、結婚等で名字が変わり、氏名変更届を提出し

ていない場合は、ご自身の年金記録を確認するために

も届出をお願いいたします。 

　仙台国税局では、地元の大学に通っている方、首都

圏からUターンして公務員を目指す方など、東北を拠

点に活躍するバイタリティーあふれる税務職員を募集

しています。 

　今回募集を行うのは、試験内容が大学卒業程度の「国

税専門官」です。 

■受験資格　 
１．昭和54年４月２日～昭和62年４月１日生まれの者 

２．昭和62年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者 

　（1）大学を卒業した者及び平成21年３月までに 

　　　大学を卒業する見込みの者 

　（2）人事院が（1）に掲げる者と同等の資格がある

　　　と認める者 

■受付期間　4月1日（火）～4月14日（月）まで 
■申込書請求 
　　最寄りの税務署、仙台国税 

　局人事第二課又は人事院東北 

　事務局まで 

～国民年金保険料納付案内書の送付 他～ 

｢国税専門官採用試験（大学卒業程度）｣のお知らせ 

試　験　名 

Ⅰ種試験（大学卒業程度） 

Ⅱ種試験（大学卒業程度） 

Ⅲ種試験（高校卒業程度） 

 

４月１日（火）～４月８日（火） 

４月11日（金）～４月22日（火） 

６月24日（火）～７月１日（火） 

 

５月４日（日） 

６月22日（日） 

９月７日（日） 

 

受付期間（最終日の通信日付印有効）  第1次試験日 

国家公務員採用試験のお知らせ  国家公務員採用試験のお知らせ  国家公務員採用試験のお知らせ  

｢国税専門官採用試験（大学卒業程度）｣のお知らせ 

国家公務員採用試験のお知らせ  国家公務員採用試験のお知らせ  国家公務員採用試験のお知らせ  
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郷土出身力士・十文字来庁 
ケガ克服して　頑張って！ 

 
 
 

※本を借りる場合は図書貸出券が必要です。（発行料無料） 
　その場で発行できますので、身分証明証をご持参ください。 

q80－1671
貸出時間：9時～19時 
　　　　　　（火～土、日・祝祭日） 

q88－2044
貸出時間：9時～19時 
　　　　　　（月～土、日・祝祭日） 

貸出時間：9時～17時（月～金） 
　　　　　　※土曜日は15時まで 

愛蔵版『佐賀のがばいばあちゃん』 
島田　洋七　著／徳間書店 

 　小学生でも読みやすい「佐賀の
がばいばあちゃん」。第1章「はじ
めまして、おばあちゃん！」から
第13章「桜の下の夢ごこち」まで
アキヒロとがばいばあちゃんの物
語が生き生きと描かれています。 

『関暁夫の都市伝説』 
関　暁夫　著／竹書房 

 　あなたの常識が覆される話が満
載。テレビ番組の芸人都市伝説コ
ーナーで話題沸騰。 
　信じるか信じないかは、あなた
次第！ 

『陰日向に咲く』 
劇団ひとり　作／幻冬舎 

 
 

　東京に暮らす、どこか日の当た
らない9人の人々が一生懸命に生
きようとする姿を描く、笑いと涙
の物語。 
 

 

　去る1月 29日、初場所を終えた本町出身の十文
字が後援会事務局の上野正宣氏と来庁し、元気な顔
を見せてくれました。場所前に右ひじの手術をした
のが治らないまま臨んだ一月場所は、3勝4敗と不
本意な成績に終わりましたが、腰痛にも耐えながら、

185cm、161kgの体を支えてよく頑張ったと思いま
す。 
　応接室では「番付は下がりましたが、これから稽
古で体を治して、また上に戻れるように頑張ります。」
と固い決意を見せてくれました。 
　3月場所は、幕下西9枚目となりましたが、体調
が戻れば、得意の右四つや寄りで、いい相撲をとっ
てくれると信じています。力士にとって、大きな声
援や、後援会の支えが一番の励みになると思います。 
　階上町を背負って頑張っている十文字をみんなで
応援しましょう！ 
 
　本町出身力士がもう一人います。赤峰功揮（峰崎
部屋）19歳、現在序二段ですが、活躍を期待してい
ます。 

（広告） （広告） 

手打ちそば教習所開催中！（平成１９年度  むつ小川原地域・産業振興プロジェクト支援事業採択） 

自分で打ったそばの味は格別です。 
グループで、お一人でお気軽にお越し 
ください。（※事前予約が必要です） 
 

フォレストピア階上　q88-4449　階上町大字鳥屋部字大柿1-2



（広告） （広告） （広告） （広告） 

広報カレンダー  ３月１６日（日）～４月１５日（火） 広報カレンダー  ３月１６日（日）～４月１５日（火） 
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３月 
１６ 

 

 

１７ 

 

 

１８ 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

２０ 

 

 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

２４ 

２５ 

 

２６ 

 

 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

日 

 

 

月 

 

 

火 

 

 

 

 

水 

 

 

 

木 

 

 

 

金 

 

土 

 

日 

月 

火 

 

水 

 

 

木 

金 

土 

日 

月 

４月 
１ 

２ 

 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

１１ 

 

 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

火 

水 

 

木 

金 

土 

日 

月 

 

火 

 

水 

 

木 

金 

 

 

土 

日 

月 

火 

◎ゴミ収集日の地区区分について◎ 

中　　　央 

西　　　部 

地　　　区 

石鉢、蒼前、野場中、角柄折、金山沢、 

田代、晴山沢、平内、鳥屋部、赤保内、 

耳ケ吠西 

 

東　　　部 

地　　　区 

 

耳ケ吠東、荒谷、大蛇、追越、榊、 

駅前、道仏、小舟渡 

※ゴミは、収集日の朝8時までに指定された 
　場所に出してください。 

◆剣道クラブ（町民体育館　10：00～12：00） 

◆町・県民税申告受付日 

（全地区／ハートフルプラザ　9：00～15：00） 

◆燃えないゴミ収集日（全地区） 

◆町・県民税申告受付日 

（全地区／ハートフルプラザ　9：00～15：00） 

◆燃えるゴミ収集日（中央・西部地区） 

◆粗大ゴミ収集日（東部地区） 

◆合同相談（行政・人権・心配ごと 

　　　　　　ハートフルプラザ　13：00～15：00） 

◆教育相談（ハートフルプラザ　13：00～16：00） 

◆空缶・空びん・ペットボトル収集日（全地区） 

◆新聞紙・ダンボール収集日（全地区） 

◆道仏小、階上小卒業式（10：00～） 

◆大蛇小卒業式（13：30～） 

◆春分の日 

◆粗大ゴミの収集休み（中央・西部地区） 

◆東部地区の燃えるゴミ収集は翌日（21日）と 

　なります 

◆燃えるゴミ収集日（東部地区） 

◆燃えるゴミ収集日（蒼前西地区） 

◆赤保内小、石鉢小、金山沢小、小舟渡小 

　卒業式（10：00～） 

◆剣道クラブ（町民体育館　10：00～12：00） 

◆燃えないゴミ収集日（全地区） 

◆燃えるゴミ収集日（中央・西部地区） 

◆民俗資料収集館開放日（９：00～16：00） 

◆空缶・空びん・ペットボトル収集日（全地区） 

◆雑誌・チラシ・古布・その他の紙収集日（全地区） 

◆小・中学校修了式 

◆燃えるゴミ収集日（東部地区） 

◆燃えるゴミ収集日（蒼前西地区） 

 

◆剣道クラブ（町民体育館　10：00～12：00） 

◆燃えないゴミ収集日（全地区） 

◆燃えるゴミ収集日（中央・西部地区） 

◆空缶・空びん・ペットボトル収集日（全地区） 

◆新聞紙・ダンボール収集日（全地区） 

◆燃えるゴミ収集日（東部地区） 

◆燃えるゴミ収集日（蒼前西地区） 

 

◆剣道クラブ（町民体育館　10：00～12：00） 

◆燃えないゴミ収集日（全地区） 

◆小・中学校入学式 

◆燃えるゴミ収集日（中央・西部地区） 

◆民俗資料収集館開放日（９：00～16：00） 

◆空缶・空びん・ペットボトル収集日（全地区） 

◆雑誌・チラシ・古布・その他の紙収集日（全地区） 

◆燃えるゴミ収集日（東部地区） 

◆燃えるゴミ収集日（蒼前西地区） 

◆ポリオ予防接種 

　　　（みうらクリニック　受付12：30～13：00） 

 

◆剣道クラブ（中央体育館　10：00～12：00） 

◆燃えないゴミ収集日（全地区） 

◆燃えるゴミ収集日（中央・西部地区） 

◆粗大ゴミ収集日（東部地区） 

◆合同相談（行政・人権・心配ごと 

　　　　　　ハートフルプラザ　13：00～15：00） 

◆教育相談（ハートフルプラザ　13：00～16：00） 
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「
住
宅
火
災
等
の
 

 
出
火
防
止
に
つ
い
て
！
」
 

雪
解
け
に
伴
う
速
度
超
過
等
に
よ
る
 

事
故
を
防
止
し
よ
う
！
 

 

青森県交通対策協議会 

１月中 年累計 

６３０ 
（＋８５） 

高 齢 者 の 死 者  
～６５歳以上の人～ 

自動車乗車中の死者 

非着用死者 

着用していれば 
助かったと思われる人 

２ 
（－４） 

１ 
（－４） 

０ 
（－１） 

１ 
（－１） 

１ 
（±０） 

１ 
（±０） 

８０１ 
（+９３） 

発生件数 

死　　者 

傷  者  数 

４ 

０ 

４ 

+２ 

±０ 

±０ 

１５３日 

１月３１日現在 

死亡事故ゼロ連続日数 

前年同期比増減 

飲酒運転による死者 

発
生 死

者
の
状
態 

シ
ー
ト
ベ
ル
ト 

死
者 

傷
者 

※（  ）内は前年比。累計は1月から。速報値のため後日変更することがあります。 

件 
 
 
 
人 
 
 
 
人 

６３０ 
（＋８５） 

２ 
（－４） 

８０１ 
（+９３） 

件 
 
 
 
人 
 
 
 
人 

人 
 
 
 
人 
 
 
 
人 
 
 
 
人 
 
 
 
人 
 
 
 
 

　
春
の
訪
れ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
道
路
の
雪
も
解
け
始
め
、
車
も
走
り

や
す
く
な
る
こ
の
時
期
は
、
冬
期
間
の
渋
滞

に
よ
る
イ
ラ
イ
ラ
感
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
、

ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
に
よ
る
重
大
交
通
事

故
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。 

■
雪
解
け
時
期
の
運
転
に
は
十
分
に
注
意
を
 

　
道
路
に
は
自
転
車
も
増
え
る
な
ど
交
通
事

情
が
変
化
し
ま
す
の
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と

っ
て
は
む
し
ろ
危
険
な
時
期
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
こ
そ
速
度
を
控
え
め
に

す
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
す
。 

　
日
中
は
天
候
が
良
く
て
も
、
朝
・
夕
は
気

温
の
低
下
に
よ
り
解
け
た
雪
が
凍
り
、
見
た

目
に
は
濡
れ
た
路
面
が
実
は
ブ
ラ
ッ
ク
ア
イ

ス
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
日
中
で
も
陽
の
あ
た
ら
な
い
部
分

は
凍
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 〝
本
格
的
な
春
の
到
来
ま
で
は
、
常
に
路
 
 

 
面
状
況
、
気
温
に
注
意
し
て
運
転
し
ま
 

 
し
ょ
う
。〞
 

  

   　
平
成
19
年
八
戸
広
域
消
防
本
部
管

内
の
出
火
件
数
は
１
２
２
件
あ
り
、

そ
の
う
ち
建
物
火
災
88
件
、
そ
の
他

火
災
21
件
、
車
両
火
災
10
件
、
林
野

火
災
が
３
件
発
生
し
、
出
火
原
因
に

つ
い
て
は
放
火
が
最
も
多
く
、
次
い

で
た
ば
こ
、
ス
ト
ー
ブ
、
電
気
機
器
、

こ
ん
ろ
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
火
災
に
よ
る
負
傷
者
は
20
名
、

死
者
に
お
い
て
は
９
名
も
の
尊
い
命

が
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
 

　
降
雪
が
少
な
い
日
が
続
い
て
い
ま

す
が
、
昨
年
よ
り
も
冷
え
込
み
が
強

い
た
め
、
ま
だ
ま
だ
暖
房
器
具
は
手

放
せ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
暖
房

器
具
の
取
り
扱
い
不
注
意
に
よ
る
住

宅
火
災
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。ま
た
、

全
国
的
に
み
て
住
宅
火
災
で
亡
く
な

ら
れ
た
半
数
以
上
が
、
災
害
時
要
援

護
者
と
言
わ
れ
る
65
歳
以
上
の
高
齢

者
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

　
住
宅
か
ら
火
災
を
出
さ
な
い
た
め
に
、

ま
た
、
被
害
を
少
な
く
す
る
た
め
に

次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
 

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

　
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。
 

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る
。
 

○
ス
ト
ー
ブ
の
そ
ば
に
は
、
燃
え
や

　
す
い
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

○
放
火
に
よ
る
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、

　
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物
を
置

　
か
な
い
よ
う
に
す
る
。
 

○
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ

　
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
用
し
ま

　
し
ょ
う
。
 

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

　
に
消
火
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。
 

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

　
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力

　
体
制
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
 

 　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥
し
、

風
も
強
い
日
が
多
く
、
火
災
の
発
生

や
拡
大
が
し
や
す
い
気
象
状
況
と
な

り
ま
す
。
住
宅
火
災
に
よ
る
被
害
を

少
し
で
も
減
ら
す
た
め
に
は
、
町
民

の
み
な
さ
ん
の
防
火
意
識
の
高
揚
が

必
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
住

宅
防
火
対
策
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

火
災
の
な
い
住
み
よ
い
町
づ
く
り
に

努
め
ま
し
ょ
う
。
 

☆
住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て
 

 ●
新
築
住
宅
は
平
成
18
年
６
月
１
日

　
か
ら
 

●
既
存
住
宅
は
平
成
20
年
６
月
２
日

　
か
ら
 

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
八
戸
広
域
消
防
本
部
管
内
に
お
い
て
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
不
適
切
な
訪

問
販
売
の
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
 

　
そ
の
よ
う
な
事
例
が
発
生
し
た
場
合
、

ま
た
は
、
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、

八
戸
東
消
防
署
階
上
分
署
（
q
８
８

―
２
１
０
５
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
　
 

四
つ
の
ま
も
る
く
ん
運
動
実
施
中
 

3時点灯 
まもるくん 
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◇171◇ 

〈226〉 
有
　
谷
　
　
　
升 

エ
ゾ
タ
ン
ポ
ポ
（
き
く
科
） 

春のシンボル 

　
タ
ン
ポ
ポ
は
、
日
本
全
国
に
分

布
し
、
野
草
と
し
て
は
知
名
度
は

一
番
で
あ
る
。
今
は
、
外
来
種
の

セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
の
勢
力
が
強

く
、
最
近
は
見
か
け
る
こ
と
が
無

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

　
日
本
の
タ
ン
ポ
ポ
は
朝
開
き
、

午
後
三
時
ご
ろ
に
は
閉
じ
始
め 

る
。（
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
は
早

朝
か
ら
夕
方
暗
く
な
る
ま
で
開
い

て
い
る
。） 

　
こ
の
開
閉
運
動
は
内
生
リ
ズ
ム

に
よ
る
と
い
う
。
温
度
、
光
な
ど

も
影
響
し
、
温
度
の
上
昇
と
光
が

開
花
を
促
進
す
る
と
い
う
。 

　
花
期
は
四
〜
六
月
、
地
方
名
に

は
、
ウ
サ
ギ
ノ
チ
チ
・
ポ
ン
ポ
ン

ク
サ
な
ど
が
あ
る
。 

八
戸
藩
、城
主
格
へ
の
道
（
四
） 

正
部
家
　
奨
／
作
・
佐
藤
　
明
／
画 

 

　
島
津
篤
之
丞
を
八
戸
藩
へ
婿
養

子
に
出
し
た
鹿
児
島
藩
で
は
八
戸

藩
の
昇
格
運
動
を
展
開
し
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
鹿
児
島
藩
の
島
津
家
は
中
世
よ

り
近
世
に
至
る
南
九
州
の
大
名
で
、

戦
国
期
に
薩
摩
、
大
隅
を
統
一
し

て
戦
国
大
名
と
な
り
ま
し
た
が
、

天
正
年
間
に
豊
臣
秀
吉
の
九
州
征

伐
で
敗
れ
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇

〇
）
美
濃
国
関
ヶ
原
（
岐
阜
県
）

の
戦
い
で
は
西
軍
に
属
し
て
敗
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
家
久
の
時

代
に
鹿
児
島
七
十
二
万
九
千
石
を

領
知
さ
れ
ま
し
た
。 

　
八
戸
藩
九
代
を
継
い
だ
信
順
の

父
の
島
津
重
豪
は
一
橋
宗
君
の
娘
、

保
姫
と
結
婚
し
、
そ
の
三
女
茂
姫

（
寔
子
）
は
将
軍
家
斉
の
御
台
所
（
将

軍
、
大
臣
な
ど
の
妻
の
尊
称
）
と

い
う
姻
戚
関
係
に
あ
る
人
物
で
す

が
早
く
隠
居
し
て
、
長
男
斉
宣
、

孫
の
斉
興
の
代
ま
で
後
見
と
し
て

藩
政
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
、
鹿

児
島
藩
の
文
化
の
発
展
に
貢
献
し

た
人
物
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

い
え
な
り
　  

み
だ
い
ど
こ
ろ 

こ
う
け
ん 

み
　
の 

の
く
に
せ
き  

が  

は
ら
　
　  

ぎ   

ふ 

つ 

し
げ
ひ
で
　
　
　
　
　
　
む
ね
た
だ 

か
た 

さ
つ
ま
　
　 

　
お
お
す
み 

■
島
津
氏
略
系
図
■ 

忠
久
―
忠
時
―
久
経
―
忠
宗
―
貞
久
　 

氏
久
―
久
豊
―
忠
国
―
立
久
―
忠
昌
　 

忠
治 

忠
隆 

勝
久
　 

忠
良 

貴
久
　 

光
久
―
重
豪
　 

斉
彬
　
　 

久
光 

義
久 

義
弘 

歳
久 

家
久 

寔
子 

斉
宣
―
斉
興
　 

信
順 

家
久
　 

﹇
鹿
児
島
藩
﹈ 

八
戸
藩
九
代 

﹇
玉
理
﹈（
公
爵
） 

（
　
　
　
　
　
） 

徳
川
家
斉
室
・ 

広
大
院
　 

（
　
　
　
　
　
） 

徳
川
家
定
室
・ 

天
璋
院
　 

敬
子 

忠
義（
公
爵
） 



　
平
成
18
年
度
に
開
催
さ
れ
た
第
3
回
階
上
町
観
光
協
会
フ

ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
入
選
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

　
な
お
、
第
4
回
の
応
募
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。
多
数
の

ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

（20） 広報はしかみ　２００８・３ 

広
報
は
し
か
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3
月
号

 

No.
5
8
2

発
行
／
階
上
町
　
〒
０
３
９
―
１
２
０
１
　
青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
天
当
平
１
―
87
　
 

編
集
／
総
務
課
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ（
０
１
７
８
）８
８
―
２
１
１
２
　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
０
１
７
８
）８
８
―
２
１
１
７
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
　h

ttp
://w

w
w
.to
w
n
.h
a
s
h
ik
a
m
i.a
o
m
o
ri.jp

/

この広報紙は再生紙 
を使用しています 

人のうごき 

世帯数と人口 
平成２０年３月1日現在（±前月比） 

世帯数 

総人口 

男 

女 

　 ５,５７９世帯　（－ ３） 

　１４,９７５人　　（－２３） 

　７,５３５人　　（－１３） 

　 ７,４４０人　　（－１０） 

（年齢・地区名） 

山　下　富　　（ 74・道　仏） 

松　川　　　勲（ 64・石　鉢） 

堀　切　政　雄（ 77・角柄折） 

中　城　ト　キ（ 84・晴山沢） 

安　是　ミ　ヨ（ 88・蒼　前） 

　南　　タ　ミ（ 74・平　内） 

今月の表紙 平成２０年２月受付分 

（父の名・母の名）　　   （地区名） 

金山沢 

蒼　前 

野場中 

　榊　 

蒼　前 

こ う だ い  

り ゅ う ご  

せ い ら  

こ う し ん  

ゆ み か  

五 穀豊穣を祈願する八戸えんぶりが2月 17日～ 20日の日程で開
催され、本町から田代・鳥屋部・平内
の3つのえんぶり組が参加しました。 
　田代えんぶり組（土橋 勝司 代表親
方）は、今年、一番札を獲得。えんぶ
り行列の先頭を務めるという大役を果
たしました。 
　また、八戸市内で行われた一斉摺り
（＝えんぶりでは舞うことを“摺る”
といいます。）では伝統の技を披露し
ました。 
　同組のえんぶりは、お囃子の流れが
速く、太夫と呼ばれる舞い手の激しい
動作が特徴の「どうさいえんぶり」。 
　烏帽子を被った太夫による力強い摺
りは、地中に眠る春を呼び起こしてい
ました。 

工　藤　滉　大（俊　英・恭　子） 

伊　藤　瑠　吾（　優　・　望　） 

麦　沢　晟　來（信　宏・友　美） 

　　谷　光　真（光　三・真土香） 

清　水　優海花（洋　伸・夕佳里） 

タイトル：「霧　氷」 
撮影場所：階上岳山頂 

撮影者：中坂政司さん（八戸市） 
使用カメラ：ミノルタα -7Xi

階上町観光協会フォトコンテスト入選作品から 
優
秀
賞
 

    

※実際の写真はカラーです 

町民課窓口業務延長のお知らせ 

　町民課では、次の窓口を1時間延長
し、午後6時まで行っています。 

　◎戸籍住民グループ 
　　・住民票の交付 
　　・印鑑証明書の交付 
　◎税務グループ 
　　・所得証明書の交付 
　　・資産証明書の交付 
　　・納税証明書の交付 


